
公的年金受給者の申告に関するフローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※計算上、所得税の還付が発生する場合は、確定申告をすることにより還付を受けることができます。 

公的年金等の収入金額の合計額が４００万円を超えている、または海外年金などがある 

公的年金等の収入以外にも所得がある 

社会保険料や扶養控除等の 

追加する控除がある 

所得税の確定申告、 

市民税・県民税の申告ともに不要です。※ 

公的年金等の収入以外の所得が 

２０万円を超えている 

市民税・県民税の申告が必要です 

（確定申告は不要です。※） 

原則として 

所得税の確定申告が必要です。 
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